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１. はじめに

※本マニュアルは、国の制度改正等を踏まえ、変更する可能性があります。
 最新版のマニュアルについては、ホームページをご確認ください。

●実施期間：2023年1月10日(火)～2023年6月30日(金)泊まで

団体旅行のみ（貸切バス利用・教育旅行含む）延長します。

～令和5年10月31日（火）（11月1日(水)チェックアウト分まで）

●対  象  者：日本国内在住者（国籍は問いません）

● 対象の旅行会社：香川県内に本社・支店・営業所がある旅行会社

●予約開始日：2023年7月1日(土)以降のご出発の団体旅行は7月1日(土)より予約開始

※ただし、事業者（宿泊施設、旅行会社、OTA）によっては、受付開始日が遅れることがあります。
※香川県内に本店・支店・営業所を有する旅行会社での予約に限ります。

●既存予約：予約開始日(2023年７月1日(土))前に行った予約は国の通知に基づき、対象外とします。

国（観光庁）の通知を踏まえ、『新たな行動制限が必要な事態が生じないことを前提に、新たに

2023年1月10日より全国旅行支援を実施することといたします。』

また、『実施に際しては、2022年の全国旅行支援の制度を基本としつつ、割引率等の制度を見直すこ

とといたします。』

クーポン取扱店舗について

このポスター
及びステッカー
が目印です

2023年全国旅行支援

全国から香川県に訪れる方を対象に、旅行代金の20%補助
（交通なし宿泊プランの場合 上限3,000円））
（交通付き宿泊プランの場合 上限5,000円））
（日帰り旅行の場合         上限3,000円）

旅行代金の20％または上限金額のいずれか低い方となります。

及び、県内のクーポン取扱店舗（土産物店、観光施設、飲食店等）で利用できる「地域クーポン」
（平日2,000円(旅行代金3,000円以上に限る)・休日1,000円分(旅行代金2,000円以上に限る)

1人泊〈宿泊旅行〉・1回当たり〈日帰り旅行〉）を付与するキャンペーンです。
※地域クーポンは原則、電子クーポンとします。

新うどん県泊まってかがわ割とは？

令和5年6月30日宿泊分まで対象

貸切バスを利用した団体旅行
のみ令和5年10月31日宿泊分

まで延長

貸切バスを利用した団体旅行
のみ令和5年10月31日まで
延長します。
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1人泊当たり

ご旅行代金の を補助！

（交通なし宿泊旅行の場合 上限             円）
（交通付き宿泊旅行の場合 上限 円）

      ≪日帰り旅行プラン 上限            円≫

  1人泊当たり

平日              円

休日              円

旅行補助金

地域クーポン

1人泊当たりの旅行代金
(日帰りの場合は1回当たり)

旅行代金の補助率 地域クーポン

3,000円以上 20％（上限あり） 2,000円

3,000円未満 補助なし 配布なし

1人泊当たりの旅行代金
(日帰りの場合は1回当たり)

旅行代金の補助率 地域クーポン

2,000円以上 20％（上限あり） 1,000円

2,000円未満 補助なし 配布なし

平日における最低旅行代金 休日における最低旅行代金

20％20％

3,0003,000

5,0005,000
3,0003,000

2,0002,000
1,0001,000

旅行代金の20％または上限金額のいずれか低い方となります。

旅行代金3,000円以上の場合に限る

旅行代金2,000円以上の場合に限る

※「宿泊旅行」と「日帰り旅行」で
平日・休日の定義（考え方）
が異なります。
詳細はP6-7を参照ください。

1回当たり

日帰り旅行の場合1回当たり

3.2023年全国旅行支援 「新うどん県泊まってかがわ割」キャンペーンについて 

〈ご注意〉主な注意点！

・本県のキャンペーン（新うどん県泊まってかがわ割）に参画している宿泊施設や旅行会社が販売する旅行商品が対象となります。

※個人で予約・手配をした旅行やマイカープラン、日帰り旅行は対象となりません。

・日本に在住している方に限ります。 ※国籍は問いません。

・最低旅行代金は平日3,000円／休日は2,000円となります。 ※それ未満の金額の旅行商品は対象外となります。

※「宿泊旅行」と「日帰り旅行」で平日・休日の定義（考え方）が異なります。詳細はP6-7を参照ください。

・ライセンスや資格の取得を目的とした旅行商品、公費による出張等は対象外です。

・1回の旅行あたり7泊分まで(連泊か否かを問わず)が対象となります。

・7月1日出発分からは、香川県内に本社・支店・営業所がある旅行会社の貸切バスを利用した団体旅行のみ対象です。

対象の予約について

2023年７月1日（土）以降の新規予約分に限ります。
※香川県内に本店・支店・営業所を有する旅行会社の貸切バスを利用した団体旅行の予約に限ります。

4

貸切バスを利用した団体旅行の
み令和5年10月31日まで延長
します。
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項目
2022年

全国旅行支援「新うどん県泊まってかがわ割」
2023年

全国旅行支援「新うどん県泊まってかがわ割」

①期間

2022年10月11日(火)〜2022年12月27(火)泊まで
    ※12月28日(水)チェックアウトまで

・日帰り商品は2022年10月11日(火)
〜2022年12月27(火)まで

2023年1月10日(火)〜2023年6月30(金)泊まで

    ※7月1日(土)チェックアウトまで

・日帰り商品は2023年1月10日(火)
〜2023年10月31(火)まで

・貸切バスを利用した団体旅行
2023年1月10日(火)

～ 2023年10月31（火）まで

※但し、予算が無くなり次第、順次終了となります。
※クーポンの最終有効期限は2023年11月7日です。

注意1）7月以降は対象の旅行会社を利用した貸切バス
を使った団体旅行が対象です。
注意2）かがわ割クーポンは上記の補助金対象外の期間

 であっても有効期限内であればご使用はできます。

②対象の予約

2023年７月1日(土)以降のご旅行は

2023年７月1日以降の新規予約分に限ります。

※香川県内に本店・支店・営業所を有する旅行会社
に限ります。

③対象者 日本国内居住者（47都道府県） 同左

④補助率 40% 20％

⑤補助金上限
（1人泊・1回当り）

・交通付き宿泊プランの場合、 最大8,000円
・交通なし宿泊プランの場合、  最大5,000円
・日帰り旅行プランの場合、    最大5,000円

※条件：最低旅行代金を超えた場合

・交通付き宿泊プランの場合、最大5,000円
・交通なし宿泊プランの場合、最大3,000円
・日帰り旅行プランの場合、   最大3,000円

※条件：最低旅行代金を超えた場合

⑥地域クーポン 紙クーポン 原則、電子クーポン

⑦地域クーポン
（1人泊・1回当り）

平日 3,000円
休日 1,000円

平日 2,000円
休日 1,000円

※平日・休日の扱いについては本マニュアルP6-7を参照ください

⑧地域クーポンの
配布場所

●宿泊旅行は全て➡宿泊施設チェックイン時
・宿泊事業者の直接販売（直販）分
・OTAからの宿泊予約分
・旅行会社からの宿泊予約分

●日帰り旅行のみ➡日帰り旅行プランに参画する
  旅行会社から

（かがわ割事務局に登録が必要）

同左

⑨最低旅行代金
（1人泊・1回当り）

平日 5,000円以上
休日 2,000円以上

※上記未満の金額の旅行商品は対象外となります。

平日 3,000円以上
休日 2,000円以上

※上記未満の金額の旅行商品は対象外となります。

⑩利用制限
・1旅行当たり7泊分まで（連泊か否かを問わず）

・利用回数の制限なし
同左

3. 2023年全国旅行支援にて変更になる点・変更にならない点
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4. 休日と平日の取り扱いについて（カレンダー）

宿泊旅行カレンダー

休日と平日の取扱いについて
平日と休日の定義は次のとおりです。

☆宿泊旅行……宿泊日とその翌日が、ともに休日（土曜・日曜・祝日）の場合を「休日」として扱い、
 それ以外を「平日」として扱います。

☆日帰り旅行…土曜・日曜・祝日を「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。

（注意）「宿泊旅行」と「日帰り旅行」では平日と休日の定義（考え方）が異なりますので、下記および  
次ページのカレンダー を参照ください。

全国統一基準

土曜日

日曜日・祝日

7月

日 月 火 水 木 金 土

1

休日

2 3 4 5 6 7 8

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

9 10 11 12 13 14 15

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

16 17 18 19 20 21 22

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

23 24 25 26 27 28 29

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

30 31

平日 平日

8月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

平日 平日 平日 平日 休日

6 7 8 9 10 11 12

平日 平日 平日 平日 平日 休日 休日

13 14 15 16 17 18 19

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

20 21 22 23 24 25 26

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

27 28 29 30 31

平日 平日 平日 平日 平日

9月

日 月 火 水 木 金 土

1 2

平日 休日

3 4 5 6 7 8 9

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

10 11 12 13 14 15 16

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

17 18 19 20 21 22 23

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

24 25 26 27 28 29 30

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

10月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

8 9 10 11 12 13 14

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

15 16 17 18 19 20 21

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

22 23 24 25 26 27 28

平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

29 30 31

平日 平日 平日
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1 2 3 4 5 6 7

8泊目 9泊目 10泊目 11泊目 12泊目 13泊目 14泊目

4. 休日と平日の取り扱いについて（カレンダー） 全国統一基準

日帰り旅行カレンダー

連続した宿泊予約の注意点
➡実質的に連続した日付の場合は、旅行契約を分割していても連泊とみなされます。

（例：同一の旅行者が7連泊ずつしている申込がふたつある場合は14連泊とみなします。）

1 つ目の予約 2つ目の予約

1 2 3 4 5 6 7

1泊目 2泊目 3泊目 4泊目 5泊目 6泊目 7泊目 ×

土曜日

日曜日・祝日

連泊とみなして対象外となります！

7月

日 月 火 水 木 金 土

1

休日

2 3 4 5 6 7 8

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

9 10 11 12 13 14 15

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

16 17 18 19 20 21 22

休日 休日 平日 平日 平日 平日 休日

23 24 25 26 27 28 29

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

30 31

休日 平日

8月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

平日 平日 平日 平日 休日

6 7 8 9 10 11 12

休日 平日 平日 平日 平日 休日 休日

13 14 15 16 17 18 19

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

20 21 22 23 24 25 26

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

27 28 29 30 31

休日 平日 平日 平日 平日

9月

日 月 火 水 木 金 土

1 2

平日 休日

3 4 5 6 7 8 9

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

10 11 12 13 14 15 16

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

17 18 19 20 21 22 23

休日 休日 平日 平日 平日 平日 休日

24 25 26 27 28 29 30

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

10月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

8 9 10 11 12 13 14

休日 休日 平日 平日 平日 平日 休日

15 16 17 18 19 20 21

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

22 23 24 25 26 27 28

休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

29 30 31

休日 平日 平日
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【例】補助金の確認手順

5. 補助額の算出方法 全国統一基準

補助金の内訳

≪手順≫
① 旅行代金総額に対して20％を乗じます。
② 旅行商品タイプごとの1人泊あたりの補助金の上限額を、泊数と人数で乗じます。
家族旅行に限り、子供料金や無料乳幼児も1人として計算します。
日帰りの場合は参加人数のみを乗じます。

③ 上記①と②を比べ、いずれか低い方となります。 端数の処理は1円単位での切り捨てとなります。

旅行代金総額…17万円

旅行代金総額からの算出方法

17万円×20％＝34,000円

＜

補助金・・・20％

補助金上限…5,000円

泊数…2泊 人数…3人

上限額からの算出方法（交通付商品）

5,000円×2泊×3名＝30,000円

①旅行代金総額（20％） ②上限額（上限×泊数×人数）

③上限
チェック

30,000円を補助

☆補助額の算出方法には複数ございますので、詳細は旅行商品
 を予約される参画旅行会社等にご相談下さい。

合計旅行代金：170,000円/2泊3日の宿泊旅行（交通付）大人2名、子供1名参加
① 参加者全員の旅行代金総額に対して20％を乗じて補助金とします。
② 旅行商品種別ごとの1人泊あたりの上限額を、泊数と人数で乗じて当該旅行の上限を算出します。

日帰りの場合は参加人数のみを乗じます。
③ ①と②を比べ、いずれか低い方が実際の補助額となります。

①は上限を超えているので上限額までが実際の補助額となります。

旅行者支払額

80% 20%

地域クーポン

平日 2,000円 
休日 1,000円

補助金

（補助金と地域クーポンが1セット）

旅行代金（税込）

総
額
の

販売補助金

総
額
の

補助金（上限）

・旅行者の移動のための交通を含む宿泊商品 上限 5,000円（1人泊当たり）

・交通を含まない宿泊商品 上限 3,000円（1人泊当たり）

・日帰り旅行商品 上限 3,000円（1回当たり）

７月1日出発以降は対象の旅行会社の貸切バスを利用した団体旅行のみ対象です。
注意
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● 補助金の上限を算出する際は子供や乳児も旅行人数に含めて行います

宿泊商品 1泊
 大人:20,000円(2名)
小人:10,000円(3名)

参加の場合

①旅行代金総額から算出…70,000円×20％＝14,000円
②上限額から算出…3,000円×1泊×5名＝15,000円
③ ①と②を比べ、14,000円が実際の補助額となります。

【宿泊旅行商品（交通なし）/5名】旅行代金 70,000円

5. 補助額の算出方法 全国統一基準
☆補助額の算出方法には複数ございますので、詳細は旅行商品
 を予約される参画旅行会社等にご相談下さい。

● 交通付宿泊旅行では、上限額が5,000円（1人泊当たり）へと引き上げられます。

宿泊旅行（交通付）3泊
大人:50,000円(2名) 
幼児:    ０円(1名)

参加の場合

【宿泊旅行商品（交通付）/3名】旅行代金 100,000円

①旅行代金総額から算出…100,000円×20％＝20,000円
②上限額から算出…5,000円×3泊×3名＝45,000円
③ ①と②を比べ、20,000円が実際の補助額となります。

● ひとつの申し込みの中に複数の旅行商品タイプが含まれる場合は、ひとつの申し込みであっても補助金の上限額
が異なるため、タイプ毎に分けて算出します。

（1）交通付宿泊商品
    2泊:60,000円(2名)

（2）宿泊商品（宿泊のみ）
    1泊:30,000円(1名)

参加の場合

＜ひとつの旅行の中に「上限8,000円」の交通付旅行旅行商品と「上限5,000円」の宿泊旅行商品が含まれる例＞

【宿泊旅行商品（交通付＋交通なし）/3名】旅行代金：150,000円
《内訳》
（1）交通付宿泊商品：60,000円×2名＝120,000円
①旅行代金総額から算出…120,000円×20％＝24,000円
②上限額から算出…5,000円×2泊×2名＝20,000円
③ ①と②を比べ、20,000円が実際の補助額となります。
（2）宿泊商品（宿泊のみ）：30,000円×1名＝30,000円
①旅行代金総額から算出…30,000円×20％＝6,000円
②上限額から算出…3,000円×1泊×1名＝3,000円
③ ①と②を比べ、3,000円が実際の補助額となります。
【1人当たりの宿泊単価が明確でない場合】
手配旅行やルームチャージで予約され、1室あたりの料金で3名分の宿泊が予約
されている場合は、案分して1名あたりの料金を出してから上記のとおり計算してく
ださい。

・「交通付宿泊旅行商品」とは：本事業に参画している旅行会社が販売する商品に限られます。

・「日帰り旅行商品」とは  ：本事業に参画している旅行会社が販売する商品に限られます。

※個人で予約・手配をした「交通機関等」や「日帰り旅行」は補助金の対象となりません。

補助金算出方法の一例

上記は補助金額を算出する一例です。

「交通付旅行商品」と「日帰り旅行商品」は旅行会社で販売される商品に限られますので、

詳細につきましては各旅行会社にご相談下さい。

（注意）
７月1日出発以降は対象の旅行会社の貸切バスを利用した団体旅行のみ対象です。
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《手順》
① 旅行代金を総宿泊数で割ります   100,000円÷9泊=11,111円/1泊 ※小数点以下切り捨て
② １泊当たりの旅行代金に7泊を掛けます  11,111円×7泊=77,777円
③ ②に補助金20％を乗じます    77,777円×20％=15,555円（実際の補助額） ※小数点以下切り捨て

● 手配旅行で7泊を超える場合は、「総旅行代金を按分した後の1泊分」×「7泊分」

1泊目 ２泊目 ３泊目 ４泊目 ５泊目 ６泊目 ７泊目 ８泊目
帰着日

(航空機利用)

旅行代金 2万円 1万円 1万円 1万円 8千円 7千円 ５千円 2万円 4万円

旅行代金の総額から算出 15,555円 ＜ 上限額から算出5,000円×7泊＝35,000円

● 企画旅行（包括旅行代金）で7泊を超える場合は「総旅行代金を按分した後の1泊分」×「7泊分」

【宿泊を伴う旅行商品（交通付）/1名参加】 総旅行代金：100,000円/9泊10日

【宿泊商品/1名参加】 旅行代金：130,000円/8泊9日

《手順》
① 総旅行代金を泊数で割ります。 130,000円÷8泊＝ 16,250円
② 按分額に7泊を乗じます。  16,250円×7泊= 113,750円
③ ②に20％を乗じます。   113,750円×20％＝22,750円

旅行代金の総額から算出 22,750円 ＜ 上限額から算出5,000円×7泊＝35,000円

1泊目
(航空機利用)

２泊目 ３泊目 ４泊目 ５泊目 ６泊目 ７泊目 ８泊目 ９泊目
帰着日

(航空機利用)

旅行代金 包括料金のため、1泊ずつの料金を算出する必要があります -

5. 補助額の算出方法 全国統一基準

連泊制限を超えた旅行の取扱い
ひとつの申込での宿泊日数は「同一施設での連泊」「複数の施設を利用した連泊」「複数の都道府県をまたがる連泊」等を問わず、

7泊目までが補助の対象です。
実質的に連続した日付の場合は、旅行契約を分割していても連泊とみなされます。 
（例；同一の旅行者が5連泊ずつしている申込がふたつある場合は10連泊とみなします。）

☆補助額の算出方法には複数ございますので、詳細は旅行商品
 を予約される参画旅行会社等にご相談下さい。

※航空機利用が8泊目チェックアウト後となりますが、日程としてひとつの旅行内で「交通」利用のため宿泊を伴う旅行（交通付）
 として扱うことができます。

※分割して1日毎の補助を行うことも可能ですが、補助の対象は7泊分までとなります。

注意点 実質的に連続した日付の場合は、旅行契約を分割していても連泊とみなされます。

（例；同一の旅行者が7連泊ずつしている申込がふたつある場合は14連泊とみなします。）

1 つ目の予約 2つ目の予約

連泊とみなして対象外となります！

1 2 3 4 5 6 7

1泊目 2泊目 3泊目 4泊目 5泊目 6泊目 7泊目

1 2 3 4 5 6 7

8泊目 9泊目 10泊目 11泊目 12泊目 13泊目 14泊目×

（注意）７月1日出発以降は対象の旅行会社の貸切バスを利用した団体旅行のみ対象です。
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6. 宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品 全国統一基準

航空機

鉄道

タクシー

バス

食事・飲み物

旅行目的地に見合った土産
レンタカー

レンタサイクル

体験型アクティビティ

入場観光施設

船舶

補助金の上限は1人泊あたり3,000円です。「P21-22で示す基準・考え方を満たさないもの」「個人で手配・利用する運送サービス」
「事前に予約を行っていないもの」は補助の対象外です。

（１）宿泊を伴う旅行とは

〇 「宿泊サービス」のみで補助の対象の旅行商品となります。
〇 「宿泊サービス」には「運送サービス」および「物品やサービス」を加えることが可能です。

〇宿泊旅行に加えた運送サービスがP13に記載する「交通」の条件を満たした場合、補助金の上限額が1人泊あたり5,000円へ

 と引き上げられます。

『新うどん県泊まってかがわ割』に参画登録のある「宿泊施設」

宿泊サービス

例）旅館、ホテル、民泊、宿泊施設に準ずるもの等（デイユースを除く）

旅行代金に含めることができるサービス

宿泊旅行に加えた運送サービス（※）が、「交通(P13)」の条件を満たしたら… 補助金の上限額が5,000円になります。

※対価（運賃）を得て旅客を輸送するサービス（例えば鉄道、バス、船舶、航空機、タクシー等の各運送事業法に基づき提供

 されるべきサービス）です。場所的移動を伴う必要があります。

「交通付旅行商品」は旅行会社で販売される商品に限られますので、
詳細につきましては各旅行会社にご相談下さい。

（注意）７月1日出発以降は対象の旅行会社の貸切バスを利用した団体旅行のみ対象です。
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7.旅行代金に含めることができるサービスの判断例 

№ 旅行代金に含めることができるサービス 可否 備考

1 航空：団体割引運賃、団体包括運賃、個人包括運賃 〇

2 鉄道：JR券マル契乗車票 〇

3 航空：普通航空券、個人用各種割引運賃 ▲

※詳細は旅行事業者（旅行会社）にご相談下さい
 個人での手配は助成金の対象外です。

4
鉄道：個人用の乗車券、特急券、寝台券、指定席券、 企画乗車券、

 地域周遊きっぷ等 ▲

5 鉄道：JR団券、団体乗車券 ▲

6 乗合バス：定期観光バス、高速バス ▲

7 予め行程と料金が決まっている路線バス ▲

8 船舶 ▲

9 貸切バス 〇

10 タクシー、ハイヤー 〇 予め行程と料金が決まっていない場合は対象外

11 索道（リフト・ロープウェイ、ケーブルカー等） 〇

12 レンタカー 〇

13 自家用車 ×

14 食事、飲み物 〇

15 お弁当 〇

16 お土産 〇

17 観光・入場 〇

18
体験型アクティビティ等
（ダイビング、サーフィン、そば打ち、果物狩り、等） 〇

19 ライセンスや資格の取得費用 ×

20 添乗員・ガイド同行費用 〇

21 旅行計画作成にかかる企画料金 ※受注型企画旅行 〇

22 旅行業務取扱料金 ※手配旅行 〇

23 金券類等 × P27の4）-（２）-①を参照ください。

24 旅行者の手配による運送サービスや現地アクティビティ等 ×

25 お布施や賽銭等実質的な喜捨金（寄附）に該当するもの × 拝観料に限り対象

26 宴会コンパニオン × 切り分けられる場合は対象

次に示す判断例は、あくまでも一例です。

全国統一基準

「交通付旅行商品」は旅行会社で販売される商品に限られますので、
詳細につきましては参画旅行会社にご相談下さい。

※上記の項目を含めて旅行商品とする場合には旅行会社にご相談下さい。

（注意）７月1日出発以降は対象の旅行会社の貸切バスを利用した団体旅行のみ対象です。
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全国統一基準

運送サービスが、次に設定する判断基準を満たした場合、旅程中の対象となる宿泊日すべての補助金上限額が5,000円へ引き上
げられます。基本的にはすべての運送サービスを対象としつつ、運送サービスごとの特性を踏まえて、判断基準を設定しています。

（１）宿泊を伴う旅行商品（交通付）とは
〇 原則、ひとつの運賃・料金で乗車する「発地から着地」までの距離を判断基準として測定します。
〇 複数の対象運送サービスを連続して利用した場合も、単独で以下の判断基準を満たしてください。

片道利用や、出発日・到着日以外の利用でも、当該旅行期間内に基準を満たせば交通と判断されます。
各運送サービスの基準を満たしていれば、フリーパスの利用も可能です。

〇 次のものは交通付の判断基準を満たしません。
    ・特定の利用者のみに提供されるもの（スクールバスや従業員専用の送迎等）

・送迎のために無料で行われるもの（宿泊に付随して無料で提供される運送サービス等）

8. 交通付宿泊旅行商品の判断基準

「交通付旅行商品」は旅行会社で販売される商品に限られますので、
詳細につきましては参画旅行会社にご相談下さい。

運送サービス 判断基準 測定・確認方法

・有料列車 ※1
（JR、私鉄）

一乗車で片道50km（営業キロ）
以上の利用

各運送サービスの
フリーパス ※5 であっても

同等の基準とします。

鉄道駅間の距離(営業キロ)を測定
①「乗換案内検索ツール」

・乗合バス
（路線バス、定期観光バス、高速バス等）

バス停留所間の距離(営業キロ)を測定
①「各バス会社ウェブサイト」
②「乗換案内検索ツール」

バス停留所が無い場合は乗車地⇒降車地の直線
距離を測定
①「国土地理院地図」
②「オンライン地図サービス」

・船舶 ※2
（離島航路にかかるものを除く）

一乗船で片道50ｋｍ（乗船地と下
船地の直線距離）以上の利用

発着港ないし寄港地の直線距離を測定
①「各船舶会社HP」
②「距離判定サービス」 

・タクシー
・ハイヤー

一乗車で乗車地と
経路上に含まれる一地点との
直線距離が50ｋｍ以上の利用

発地⇒着地の直線距離を測定
または
発地⇒経路上に含まれる「下車観光・入場観光ま
たは食事箇所」のいずれかの地点との直線距離を
「日程表」にて確認

・貸切バス ※3 実車時間2時間以上の利用 運送引受書における実車時間にて確認

・航空機
・離島航路にかかる船舶 ※4

なし
測定不要
ただし、遊覧飛行は対象外

※1：有料列車とは「全ての車両が追加の料金を必要とするもの」を指します。また特急券1枚で50ｋｍ以上である必要があります。

※2：人の運送を行っていれば、旅客船のみならず貨物船も対象となります。

※3：道路運送法に規定される一般貸切旅客自動車運送事業用に供されるバス。

※4：離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法・沖縄振興特別措置法で指定される有人離島を

指します。

※5：利用可能範囲の一番遠い地点と地点の距離が50km以上であることで同等の基準とします。

（注意）７月1日出発以降は対象の旅行会社の貸切バスを利用した団体旅行のみ対象です。
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観光タクシー付き宿泊旅行
〈宿泊サービスに観光タクシー5時間付〉
乗車地点⇒経路上の食事箇所の直線距離：20㎞

発地のホテルと着地の駅間の距離は50㎞未満ですが、乗車地からあら
かじめ確定した日程の経路上にある食事箇所までの直線距離が50㎞を
超えている場合は対象です。

定期観光バスの全座席を買取った場合
最遠直線距離：40km 利用時間：3時間

異なる複数の運送サービスの組み合わせ 
〈新大阪駅(新幹線)― 新神戸駅・神戸駅(高速バス) ― 有馬温泉〉
乗車距離：新大阪駅〜新神戸駅 37km

     神戸駅   〜有馬温泉 25km

複数の運送サービスを利用し移動距離が50kmを超える場合は対象外
です。単独の運送サービスで、P13の判断基準を満たす場合は、宿泊
旅行商品(交通付)として対象です。

特急券が2枚以上発券される運送サービス
〈新大阪駅（新幹線） ― 京都駅（特急きのさき） ― 園部

+ 園部のホテル〉
＊乗車券：新大阪〜園部で1枚 73.2km

特急券：新大阪〜京都 39km と 京都〜園部 34.2kmで2枚

ひとつの料金・運賃で発券される運送サービス
〈新倉敷駅（新幹線）ー 岡山駅乗換（マリンライナー）ー宇多津駅〉
＊乗車券・特急券は1枚
乗車距離：新倉敷〜岡山 25.2km
               岡山〜宇多津 245.9km

新幹線内乗り継ぎのように、通し運賃で計算される（ひとつの料金・運賃とし
て発券される）場合は、列車を乗り継いでも宿泊旅行商品（交通付）の判
断基準を満たせば対象です。

宿泊を伴うクルーズの場合
〈都道府県にて参画登録あり。22時発〉
発港と港地が同一：移動距離は0km

寄港地がない場合でも、各都道府県にて宿泊事業者として参画登録し
ていれば宿泊旅行商品として対象。寄港地がある場合、発着港から寄
港地までの距離が50㎞を超えていれば、同一港発着宿泊旅行商品
（交通付）として対象とすることが可能です。

旅程の中日に基準を満たす運送サービスを含む場合
〈岐阜（普通列車特別車両）― 中部国際空港+空港ホテル ー
中部国際空港（航空機）― 函館+湯の川温泉の旅館〉乗車距離：
名鉄岐阜駅〜中部国際空港駅 71営業キロ
中部国際空港〜函館空港 840km

既定の交通は旅行日程のどこに利用されてもかまいません。

予め行程が決まっているハイヤーで、発地➡目的地の直線距離が
50km以上のため宿泊旅行商品（交通付）として対象です。

ハイヤー送迎付き宿泊旅行
〈大阪府内の自宅から日光のリゾートホテルまでハイヤー送迎付き旅行
 旅行商品〉
発地と着地の直線距離：160km

道路運送法に規定される一般乗合旅客自動車運送事業の用に供 
される定期観光バスの全座席を買い取り利用しても、貸切バスにはな
りません。乗合バスと同様に、バス停留所間の距離また は直線距離で
50km以上の移動が必要となります。

全国統一基準8. 交通付宿泊旅行商品の判断基準

定期観光バス

新幹線と在来線の乗継のように乗車券は1枚でも、特急券が2枚以上発券され
る場合において、その合計が50㎞を超えていたとしても、交通付（上限8,000
円）にはなりません。特急券1枚でＰ13の判断基準を満たす必要があります。
※特急券1枚で50㎞を超える場合は対象

「交通付旅行商品」は旅行会社で販売される商品に限られますので、詳細につきましては参画旅行会社にご相談下さい。

400㎞

50㎞

30㎞

20㎞
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航空 鉄道 タクシー バス

現地レンタカー リフト券食事・飲み物 日帰り温泉券ゴルフ

B群：旅行目的地での消費に寄与する現地アクティビティ等（運送・宿泊以外の旅行 サービス）

A群：旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている往復の運送サービス
       （複数の運送サービスの組み合わせも可能）

9. 日帰り旅行商品 全国統一基準

船舶

（一例）

（２）日帰り旅行商品として対象にならないもの

〇社会通念上、出発地から旅行目的地への移動とは考えられない、近距離での移動に使用される運送サービス。

〇社会通念上、運送サービスによる移動のみを主たる目的とする（運送サービスの値引きを目的とする）ために含めたと考え

られる現地アクティビティ等。

※「無料の入場施設」、「廉価なもの」、「権利放棄を前提としたもの」等があたります。

〇 旅行目的地での消費に寄与しない現地アクティビティ等。

○自家用車（マイカー）での日帰り旅行。

販売補助金の上限額は1回当たり3,000円です。「P26-27で示す基準・考え方を満たさないもの」「個人で手配・利

用するもの」「事前に旅程（旅行条件）として確定していないもの（現地で追加手配が発生したもの等）」は補助の対象

外です。

（１）日帰り旅行商品とは

日帰り旅行は、次のA群とB群をそれぞれひとつ以上組み合わせた旅行商品です。

A群の運送サービスは、P115-16で規定している「交通付（上限5,000円）」とは概念が異なり、往復の利用が必要です。利

用時間や乗車距離の条件はありませんが、社会通念上「旅行目的地への移動と考えられる距離」の移動をお願いします。

（一例）

「日帰り旅行商品」は対象の旅行会社で販売される商品に限られますので、
詳細につきましては参画旅行会社にご相談下さい。

（注意）７月1日出発以降は対象の旅行会社の貸切バスを利用した団体旅行のみ対象です。
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A
群

1
航空：団体割引運賃、団体包括運賃、

個人包括運賃 ○

2 鉄道：JR券マル契乗車票 ○

3 航空：普通航空券、個人用各種割引運賃 ▲

※詳細は旅行事業者（旅行会社）にご相談下さい
   個人での手配は助成金の対象外です。

4
鉄道：個人用の乗車券、特急券、寝台券、

 指定席券、企画乗車券等 ▲

5 鉄道：JR団券、団体乗車券 ▲

6 乗合バス：定期観光バス、高速バス ▲

7 予め行程と料金が決まっている路線バス ▲

8 船舶（遊覧船はA群対象外です） ▲

9 貸切バス ○

10 予め行程と料金が決まっているタクシー、ハイヤー ○

B
群

1 食事・飲み物 〇

2 お弁当 〇 発地積み込みは日帰り旅行の要件としては対象外

3 お土産 〇
発地積み込みは日帰り旅行の要件としては対象外
目的地に関係のないものは対象外

4 観光・入場 〇

5 体験型アクティビティ等 〇

10. 日帰り旅行商品を構成する要素の判断例
次に示す要素は、あくまでも一例です。

10. 日帰り旅行を構成する要素の判断例 全国統一基準

運 

送 

サ 

ー 

ビ 

ス

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
等

現
地

11. その他の留意すべき旅行商品

11. その他の留意すべき旅行商品
（１）【公費出張】

公立学校の教員の出張、行政の出張等の公費による出張は適用外とします。下記（2）であげる教育旅行に引率する教職員も公費で支出される
場合は対象外とします。

（２）【教育旅行】

次の学校等が主体となり実施される、修学旅行等の教育を目的とした旅行は、通常の旅行と同様に扱えます。➡幼稚園、保育園、小学校、中学
校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学 校、専修学校、保育所、認定こども園、児童福祉法におけ
る自動福祉施設（なお、公費を利用する教職員等は対象外となります。）

（3）【特定大会への参加目的の旅行】
次に定める特定大会の参加資格を有する選手、監督、コーチ、スタッフ等による、特定大会への出場お よびその補佐を目的とした旅行

（予選大会、ブロック大会等の名称如何は問いません。）は「旅行全体」が本事業の対象外です。
※参加者の応援をするために本事業を利用することは制限しません。
（本事業対象外の特定大会）・国民体育大会

・全国障害者スポーツ大会
・全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
・全国中学校体育大会（全中）
・全国健康福祉祭（ねんりんピック）

・全国植樹祭
・全国育樹祭
・全国豊かな海づくり大会（豊漁祭）
・全国高等学校総合文化祭（高校総文祭）

添乗員・ガイド同行費用 〇

旅行計画作成にかかる企画料金 ※受注型企画旅行 〇

旅行業務取扱料金 ※手配旅行 〇

金券類等 条件を満たした場合一部対象 ×

旅行者の手配による運送サービスや現地アクティビティ等 ×

お布施や賽銭等実質的な喜捨金（寄附）に該当するもの ※拝観料に限り対象とします ×

7月1日出発以降は対象の旅行会社をの貸切バスを利用した団体旅行のみ対象です。
詳細につきましては参画旅行会社にご相談下さい。
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12. 新かがわ割クーポン（原則、電子クーポン）について

受取時の注意点

2023年▲月▲日2023年●月●日

2023全国旅行支援では、旅行者のスマートフォン等を活用を前提とした『クーポンの電子化(電子クーポン)』となります。
但し、スマートフォン等をお持ちでない方で、電子クーポンとしてご利用ができない旅行者は紙クーポンとしても利用いただける仕様と
なっております。

以下はクーポンをご利用いただく場合に必ず必要な内容となります。

➊宿泊業者名（日帰りの場合は

  旅行事会社名）が記載されてい
るか。（ゴム印等）

※手書きの場合は担当者印を押印されて
 いるかどうか。

➋有効期間が正しく記載されれているか。

左欄:旅行開始日（チェックイン日）
右欄:チェックイン日から7日後の日付
※クーポンの最終有効期限は2023/11/7
 となります。

上記、２か所が正しく記載されてい
ない場合、クーポンとしてご利用い
ただくことができません。

利用対象にならない商品・サービス（例）

区分 事例

行政機関等への支払い

〇所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課 
〇社会保険料(医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等)
〇宝くじ(当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)に基づくもの)、スポーツ振興くじ(スポーツ振興投票の実施等に関する法律

(平成 10 年法律第 63 号)に基づくもの)
〇その他(自治体指定のゴミ袋、公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)等)
※ただし、行政機関が運営する運送サービスの料金や博物館・美術館の入館料等、行政機関が運営する現業の対価は対象

日常生活における
継続的な支払い

〇電気・ガス・水道・電話料金等 〇不動産賃料 〇駐車場の月極・定期利用料 ※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象
〇NHK放送受信料 〇保険料(生命保険、火災保険、自動車保険等)旅行中に必要となる国内旅行傷害保険や地域でのサービスに
付随して購入する保険も対象外

換金性の
高いものの購入

〇金券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗が独自に発行する商品券等)
〇プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
〇金融商品(預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等)

その他

○新かがわ割クーポンの利用エリア内でサービスが完結しないもの(旅行者が利用エリア外に出なければ可(宅配等の配送サービスは
 対象))

〇事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等 ○授業料、入学検定料、入学金等
※アクティビティのガイド料等は対象 〇宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
〇既存の債務の弁済 ○各種サービスのキャンセル料
○電子商取引 〇無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
〇公序良俗に反するもの 〇社会通念上不適当とされるもの 〇その他各取扱店舗が指定するもの

※平日・休日の扱いにつきましては本マニュアルP6・7を参照ください。

（１）宿泊旅行
①平日2,000円／休日1,000円（1人泊当たり）
②クーポンは宿泊施設でチェックイン時にお渡しさせて頂きます。
③有効期間は宿泊開始日（チェックイン日）を含めて8日間となります。

（２）日帰り旅行
①平日2,000円／休日1,000円（1回当たり）
②クーポンは旅行会社からお渡しさせて頂きます。
③有効期間は旅行開始日を含めて8日間となりますとなります。

※「新うどん県泊まってかがわ割」の日帰り旅行プランに参画している旅行会社は香川県内を含む、隣県の一部旅行会社となります。
ご予約の際は必ず各旅行会社にてかがわ割の日帰り旅行プランに参画しているかご確認下さい。

有効期限の記入間違い等、訂正があった場合
➡二重線を引き、発行店舗の訂正印を押印すれば利用できます。※修正テープでの訂正は不可です。
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12. 新かがわ割クーポン（原則、電子クーポン）について

スクラッチ加工

スクラッチ部分が削られていない場合に限り、紙クーポンとしてご利用いただけます。

（1）電子クーポンの受け取り方法

00000000

スクラッチを削り、記載されている
アクセスキーを画面に入力してください。

強く削るとアクセスキーも削られる場合があります。

①お手持ちのスマートフォンで二次元バーコード
(QRコード)を読み取り、サイトへアクセスします

②カードのスクラッチ部分を削り、記載
されたアクセスキーを画面に入力します

③アクセスキー入力後、上記画面にて
「クーポンを確認する」を押下します

ブックマークもしくはホーム画面に追加し
忘れた場合、再度受取済の電子クーポン
画面を表示するためには電子クーポン券が
必要となりますので、利用を終えるまでお手
元に大切に保管してください。

④ 受け取り完了！
本電子クーポンはアプリではなく、ブラウザ

（Safari・Chrome）で開くため

ブックマークもしくはホーム画面に追加
し、保管ください。

紙クーポンとしてご利用いただけますが、下記のスクラッチ部分を
削ってしまうと「紙クーポン」として利用できなくなりますのでご注意
ください。

② スマートフォン等をお持ちでない方 ▶

① スマートフォン等をお持ちの方  ▶（１）「電子クーポン」としてご利用下さい。
 （２）電子クーポンは旅行期間中にご利用下さい。

                                                          ※ 電子クーポンの受取（アクセスキーの入力）は必ず旅行当日に行って
   ください。受取が旅行当日でない場合は、電子クーポンの有効期限と
 クーポン券記載の有効期限に差異が生じ、使用不可となる可能性も
 ありますので、ご注意ください。
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12. 新かがわ割クーポン（原則、電子クーポン）について

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合がございます。

①

『別の「新かがわ割クーポン」残
高を合算する』のボタンを押下

②

合算したいチケットのURLを
コピーし、貼り付け、「合算後
の残高を計算」ボタンを押下

③

合算金額を確認し、「合算する」
ボタンを押下

④合算完了！

（2）複数の引換券をひとつにまとめたい場合

（3）電子クーポンの利用方法

ブックマーク

ホーム画面に追加から

または

P18の 「(1)電子クーポンの
受け取り方法」①②※1

 の手順から右記画面にアク

セスします

※1▶電子クーポン券から再度
QRコードの読み取りとアクセス
キーの入力を行ってください

「コード読み取り」ボタンを

押下し、コード読み取り

画面を表示します

加盟店に設置してある

QRコードを読み取ります
※コード読み取りのために当

サイトにおけるカメラ使用を許

可いただくようお願いいたします。

支払画面が表示されたら

ご利用金額を入力し、

お店の方に金額をご確認

いただいた上で、「支払う」

ボタンを押下してください

ご利用完了！
お店の方に支払完了
画面をご確認いただき、
ご利用完了です

有効期限が異なる残高は合算
できませんのでご注意下さい。
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（4）電子クーポン利用方法(カメラ読み取りがうまくいかない場合)

12. 新かがわ割クーポン（原則、電子クーポン）について

※1▶電子クーポン券から再度
QRコードの読み取りとアクセス
キーの入力を行ってください

「コード読み取り」ボタンを

押下し、コード読み取り

画面を表示します

下段にあるパスコードを

入力するを押してください。

QRコード（店舗側のQRコード
読込台紙）の下にある6桁のパ
スコードを入力してください。

画面が表示されたらご利用金額
を入力し、お店の方に金額をご
確認いただいた上で、「支払う」
ボタンを押下してください

ご利用完了！
お店の方に支払完了
画面をご確認いただき、
ご利用完了です

【OS】
•iPhone：iOS 10以降
•Android：Android 7.0以降

【ブラウザ】
•iPhone：Safari最新版
•Android：Chrome 最新版

ご利用推奨環境

※ 古いAndroidでは、Chromeとは別に、地球のアイコンをした「ブラウザ」アプリが入っている場合がありますが、
ブラウザはChromeを利用してください。

ブックマーク

ホーム画面に追加から

または

P18の 「(1)電子クーポンの
受け取り方法」①②※1

 の手順から右記画面にアク

セスします
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14. 全国旅行支援の要領

1）概要
国は、地域観光をより一層強力に支援するため、地域観光事業支援における需要創出支援として、全国を対象とした観光需要喚起策（以下「全
国旅行支援」という。）を実施することとしました。
需要創出支援とは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)（以下「感染症」という。）拡大の影響により旅行需要が落ち込んでいる中、地域的な
感染の拡がりを抑制しつつ、都道府県において、感染症の影響に考慮した「新たな旅のスタイル」への対応や、地域の観光資源の魅力の再発見など、
将来的な訪日外国人旅行者の誘致に寄与するために、補助対象事業者である都道府県（以下「対象都道府県」という。）が実施する旅行商品
や宿泊サービスに対する補助及び旅行期間中に使用可能なクーポン券等の付与のために必要な費用を支援する事業です。

2）定義等
（1）全国旅行支援による補助金は、旅行代金・宿泊料金（以下「旅行代金等」という。）に対して負担軽減を目的として補助をする販売補助金

（以下「販売補助金」という。）と旅行先で幅広く利用できる地域クーポン（以下「地域クーポン」という。）の２つ（以下総称して「補助金」と
いう。）が一体となって構成されています。

（2）本事業の対象となる旅行は、日本国内に居住する旅行者による対象都道府県を目的とする旅行となります。

3) 販売補助金の対象となる商品の販売者
販売補助金の対象となる商品を販売する事業者は次のいずれかの者とします。これらの者が本事業に参画する事業者（以下「参画事業者」と
いう。）として指定を受けた場合に限り、対象となります。
(1)旅行会社・OTA 等（本取扱要領において「旅行事業者」という。）

  第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介
 業のいずれかの登録等をしている者。
※旅行サービス手配業は除く。

(2)都道府県事務局で販売登録する販売者
 宿泊事業者（販売登録の要件は、香川県による定めに従うものとします。）

4)販売補助金の対象となる商品
(1)対象となる商品
     本事業における販売補助金の対象となる商品は次のとおりです。

※上記「4）販売補助金の対象となる商品の販売者が遵守すべき事項」を遵守せずに造成された不適切な商品は対象外です。
①宿泊商品

販売登録のある宿泊施設等（以下「宿泊施設」という。）で提供される宿泊サービスを含む商品である必要があります。
ただし、宿泊サービスのうち、宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日（デイユース）であるものは除きます。

 ②宿泊を伴う旅行商品
・企画旅行（募集型、受注型）
・手配旅行
※販売登録がない宿泊施設を旅行商品とした場合、補助金の対象外です。

     ③日帰り旅行商品
旅行商品（企画旅行または手配旅行）のうち、次のいずれも満たすものとなります。
（ア）旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている運送サービスを含む必要があります。

ただし、夜行バスで夜（1日目）に出発して翌日（2日目）に旅行先に到着し、その後、同日（2日目）中に夜行バスで旅行先を
出発し翌日（3日目）に出発地へ戻るような場合は、同日（2日目）中に発地に戻ることが予定されているものとみなして対象とします。

（イ）旅行先で運送・宿泊以外の旅行サービス等を含む必要があります。
ただし、上記（ア）（イ）の2つの条件を満たすものであっても、2地点間の移動のみを主たる目的とするなどのような、地域での消費喚
起にほぼ寄与しないものと評価される場合を除きます。

④宿泊を伴う旅行商品（交通付）
宿泊を伴う旅行商品（交通付）とは、宿泊を伴う旅行商品に、さらに次に定義する運送サービスの一部（本取扱要領内において「交通」と
いう。）を当該旅行事業者が手配し一体として提供する旅行商品をいいます。
（ア）航空機

  航空機による移動を含むものはすべて対象となります。ただし、発着空港が同一となるいわゆる遊覧飛行は除きます。
（イ）鉄道

1乗車で片道50km（営業キロ）以上の有料列車（※）の利用を含むものが対象となります。
※有料列車とは、新幹線やJR特急など、運賃だけでは乗車できない列車を指します。ただし、普通列車グリーン車など、一部の車両・
 座席にだけ追加料金が生じる列車は除きます。

 （ウ）船舶（フェリー等）
1乗船で片道50km（乗船地と下船地の直線距離）以上の利用を含むものが対象（人の運送を行っていれば、旅客船のみならず
貨物船も対象）となります。
ただし、次の航路は距離に関わらず、旅行の行程に含まれていればすべてが対象となります。
・離島振興法（昭和28年法律第72号）、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）および沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）における指定離島等を結ぶ
航路

（エ）貸切バス
貸切バス（道路運送法（昭和26年法律第183号）における一般貸切旅客自動車運送事業の運行の用に供されるバス）の2時
間以上の利用を含むものが対象となります。

（オ）乗合バス
  1乗車で片道50km（営業キロ）以上の利用を含むものが対象となります。

全国統一基準

（注意）７月1日出発以降は対象の旅行会社の貸切バスを利用した団体旅行のみ対象です。
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（カ）タクシー、ハイヤー
 1乗車で乗車地と経路上における下車観光、入場観光または食事箇所の少なくともいずれか1地点との直線距離が50km以上の利
用を含むものが対象となります。

（2）補助金の対象とする商品の基準・考え方
      ①換金目的や換金性の高いものを含まない商品であること。換金性の高いものとは次のとおりです。
         ・金券類（QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行する商品券等）
           ただし、金券類のうち、次の条件をすべて満たすものについては、商品に含めることが可能です。

           （ア）金券の使途となる物品またはサービスが、具体的に証票、電子機器その他の物に記載または電磁的な方法で記録されていること。
           （イ）記載されたその使途が、具体的に1つに特定または限定された複数の使途から旅行者が選択して1つに特定できるものであること。
           （ウ）記載されたその使途が、当該旅行目的地に相応であること。
           （エ）その使用が、当該商品の旅行目的地内、かつ旅行期間内に限ること。
           ・鉄道の普通乗車券・特急券（指定席券等を含む）・回数券、普通航空券（往復航空券や上位クラス利用料金を含む）等
          ※ただし、旅行事業者における適切な管理がなされている場合は対象に含めることが可能です。

           ・収入印紙や切手
         ②感染拡大防止の観点から問題がないこと。
         ③商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること。
         ④商品に含まれる物品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと。
         ⑤旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものであること。
         ⑥行程に国外の地域が含まれないこと。
         ⑦ライセンスや資格の取得を目的としないもの。
         ⑧上記①〜⑦のほか、商品として不適切と認めるものは対象としない。
（3）対象となる商品例（代表的なものを例示）

 ①日帰り旅行商品
 ・往復の鉄道への乗車と体験型アクティビティ（ゴルフ利用等を含む）がセットになった旅行商品
 ・往復の船舶への乗船と旅行先でのランチがセットになった旅行商品

           ・高速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品
（4）対象外とする商品例（代表的なものを例示）

①商品全般
・ヨガライセンス取得講習付き商品
・ダイビングライセンス取得講習付き商品
・運転・操縦免許等（合宿）付き商品
・接待を伴うコンパニオン付き宴会を伴う商品
・宿泊先から後日自宅にお土産等が宅配で届くサービスが付いた商品
・通常の宿泊料金を著しく超える物品（例：宿泊施設で販売をしている高級和牛肉など）付きの商品

②日帰り旅行商品
          （ア）運送サービスしか含まれていないもの

          ・鉄道への乗車＋船舶の乗船
                  ・地域周遊きっぷのみ
                  ・往復バスの乗車のみ
          （イ）旅行開始日と同日中に発地に戻ることが予定されていないもの

        ・目的地までの片道のバス乗車と食事
          （ウ）地域での消費に寄与しない組み合わせ

        ・往復の鉄道の乗車と旅行先での缶ジュース
        ・往復の航空と出発空港でのお弁当
        ・往復のバス乗車と旅行先での無料観光施設（公園等）入場

5）補助金
(1)最低旅行代金等

 宿泊を伴う旅行商品 1人1泊あたり 平日3,000円 休日2,000円
 日帰り商品   1人あたり 平日3,000円 休日2,000円
 ※最低旅行代金等未満の商品は販売補助金の対象となりません。
※休日は、宿泊を伴う旅行については、土曜日、その翌日が祝日である日曜日もしくは祝日またはその翌日が土曜日である祝日をいい、日帰り

旅行については、土曜日、日曜日または祝日をいう。平日とは、休日以外の日をいう。
(2)販売補助金適用率
     旅行代金等の総額の20％
     ※ただし、端数処理は1円単位を基本としますが、旅行事業者側の業務上の都合など合理的な理由がある場合に限り100円未満までの切り捨
        てを許容します。
(3)販売補助金の上限額
     宿泊を伴う旅行商品 1人1泊あたり 3,000円

 日帰り旅行商品   1人あたり 3,000円
     ※ただし、宿泊を伴う旅行商品（交通付）については1人1泊あたり5,000円
(4)地域クーポン
     平日2,000円 休日1,000円  ※地域クーポンの付与については、地域クーポンの取扱いについて記載された定めを確認ください。
(5)利用泊数の制限：1旅行予約単位で7泊分まで
(6)利用回数の制限：なし                                                            なお、販売補助金は配分された予算枠の範囲内での交付となります。

14. 全国旅行支援の要領 全国統一基準
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Q：質問 A：回答

Q1 7月からは個人旅行も対象の旅行会社を利用したら
かがわ割はの割引になりますか。

7月1日以降の出発は 対象の旅行会社を利用した団体旅行のみが対象となります。
個人旅行は対象外です。

Q2 対象の旅行会社とはどこですか。
香川県内に本社・支店・営業所がある旅行会社で本事業に参画している旅行会社
が対象です。

Q3 7月からは本人確認は不要ですか。 7月1日出発以降も 本人確認は継続いたします。

Q4 宿泊だけでもかがわ割対象になりますか。
7月1日出発以降は貸切バスを利用した団体旅行のみかがわ割の対象です。

15. Q＆A
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